
（大阪税関ご利用の皆様へ） 

平成２６年６月１９日 

大 阪 税 関 

 

 

大阪税関における業務処理体制等の変更について 

 

 

平素から税関行政に対して、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

大阪税関におきましては、より効率的な業務運営に資するため、業務処理体制等について

下記のとおり変更を行うこととしたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１．変更年月日 

   平成２６年７月１日（火）（NACCS等のシステム対応は同日午前０時から変更） 

 

２．業務処理体制等の変更内容 

 【 監 視 部 】 

   監視部歩留部門を廃止し、その業務につきましては、監視部保税取締第２部門に移管

します。（大阪税関各支署及び各出張所の歩留業務に関する受付窓口につきましては、

これまでどおり変更ございません。） 

 

 

 【 業 務 部 】 

○税関発給コード及び税関事務管理人に係る業務 

   従来、業務部通関総括第１部門が担当しております税関発給コード及び税関事務管

理人に係る業務は、新たに設置される業務部通関総括第４部門が担当します。 

 

○特殊鑑定及び減免還付に係る業務 

   特殊鑑定部門と減免還付部門を統合し、特殊鑑定・減免還付部門となります。当部

門は、従来の特殊鑑定部門と減免還付部門の業務をそのまま引き継ぎます。 

  （大阪税関各支署及び各出張所の特殊鑑定及び減免・還付業務に関する受付窓口につき

ましては、これまでどおり変更ございません。） 

 

 

 



 

 【 南 港 出 張 所 】 

   航空貨物の通関処理体制を２部門体制から１部門体制に変更いたします。 

 

 [現 行] 

    航空通関第１部門及び航空通関第２部門 

 [変更後] 

    航空通関部門 

 

 

 【京都税関支署】 

輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を利用して申告される貨物について、

従来の航空システムと海上システムによる事務分担を改め、航空・海上システムの区

別なく、当該申告の品目コードにより分担することとし、以下の分担による担当部門

の決定方式に変更します。 

 

[現 行] 

部門名 担  当  業  務 

通関第１部門 
１.総括事務、２.収納事務、３.Air-NACCS通関、 

４.郵便物通関、５.マニュアル通関 

通関第２部門 １.Sea-NACCS通関 

 

[変更後] 

部門名 担  当  業  務 

通関第１部門 

１.総括事務、２.収納事務、 

３. 輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を利用して申告さ

れる品目 

（1）第１部（第１類）～第５部（第２７類） 

（2）第１３部（第６８類）～第２１部（第９７類） 

通関第２部門 

１.郵便物通関、２.マニュアル通関 

３. 輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を利用して申告さ

れる品目 

（1）第６部（第２８類）～第１２部（第６７類） 

（2）９８類、品目分類コード欄入力不要のもの 

 

 

 



 【関西空港税関支署】 

   業務処理体制及び関西空港地方合同庁舎のレイアウトを変更します。 

（１）担当部門が変更となる業務 

担当部門が変更となる業務 現行の担当部門 変更後の担当部門 

・タンクその他の計量機器の調査及び

確認事務 

・航空機部分品等に係る国産困難確認

に係る事務 

通関総括第 1 部門 通関第 5 部門 

・減免税の適用を受けた貨物の条件不

履行の場合の関税徴収（ＡＴＡカル

ネに係るものに限る） 

通関総括第 2 部門 通関第 5 部門 

・修正申告書の受理 

（事後調査によるものに限る） 

通関第 1～4 部門 

通関総括第 4 部門 
通関第 4 部門 

・機用品の通関に係る事務 
通関第１部門（NACCS） 

通関第５部門（マニュアル） 
通関第 4 部門 

・執務時間内におけ

るマニュアル申告

による輸出入通関

等（生鮮等緊急貨

物を除く） 

個人通関貨物以

外のもの 

（蔵入承認申請、蔵

出輸入申告等） 

通関第 5 部門 通関第 4 部門 

個人通関貨物 通関第 5 部門 特別通関部門 

・執務時間内におけるカルネ通関 

（ＳＰ貨物に限る） 
特別通関部門 通関第 5 部門 

（２）通関部門における担当品目の変更 

部門名 現行の担当品目 変更後の担当品目 

通関第 1 部門 00 類、2～49 類 2～43 類 

通関第 2 部門 61～63 類 44～83 類 

通関第 3 部門 50～60 類、64～83 類、94～97 類 84～97 類 

通関第 4 部門 84～93 類 00 類（機用品） 

（３）関西空港地方合同庁舎のレイアウト変更 

別紙のとおり 

 

３．お問い合わせ先等 

   本件に関するお問い合わせにつきましては、各部署所毎にそれぞれ次の窓口へお願い

致します。 

 【 監 視 部 】  保税総括部門    電話（０６）６５７６－３２１９ 

 【 業 務 部 】  管理課       電話（０６）６５７６－３３０５ 

 【 南 港 出 張 所 】  航空通関第１部門  電話（０６）６６１３－０３８５ 

 【 京 都 税 関 支 署 】  管理課       電話（０７５）７６１－１２９６ 

 【関西空港税関支署】  業務管理課     電話（０７２）４５５－１７０２ 

 


